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教職員における感染対策の徹底及び「抗原定性検査」の実施について（通知）

日頃は，本県の教育行政の推進に御協力賜り，厚くお礼申し上げます。
新型コロナウイルス感染症については，感染者数が増加傾向にあり，「第８波」

の到来が懸念されております。
学校においては，日頃より十分に感染対策への御配慮をいただいていることとは

存じますが，なお一層の感染対策の徹底をお願いいたします。

また，学校内での感染拡大を防止するため，検査を希望する教職員の方を対象に，
学校を通じて抗原定性検査キット（以下「検査キット」という。）を配布し，１１
月２８日（月）までを目途に，集中的に検査を実施します。
つきましては，各学校において検査希望者の取りまとめを行い，１１月１７日

（木）正午までに，別紙の申込様式（県立学校集計用）により，お申し込みくださ
い。

１ 申込の条件
・ 各学校は期間中，検査キットにより,週３回の教職員の検査を実施してくだ
さい。

・ 期間中の検査実績について，各学校において取りまとめを行い，１２月１５
日(木）までにメール等により報告してください。

２ 留意事項
・ 抗原定性検査の結果が陽性の場合は，速やかに県に報告の上，医療機関を受
診し，医師による診断を受けるよう，促してください。
なお，無症状もしくは軽症など，医療機関の受診を必要としない場合は，「と

くしま健康フォローアップセンター」において陽性者登録をすることで，自宅
療養を行うことができます。

・ 検査キットによる検査結果に関わらず，体調不良時は医療機関を受診するよ
う徹底してください。また，検査結果が「陰性」の場合でも，徹底した感染予
防策を継続してください。

・ 学校内で感染が確認され，職員が不足する場合に備えて，あらかじめ人員体
制を整えておいてください。

・ 使用済みの検査キットは，お住まいの自治体のルールに沿って適切に処分し
てください。
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